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njoy エクササイズ ｢ ヨガで心と
身体をスッキリ｣ 】 ６月４日(木)・
11 日 ( 木 )・18 日 ( 木 ) いずれも 10
時～ 11 時 有馬富士公園パーク
センター 20 人 500 円 ( 初回
のみ会員・保険登録料 1,000 円別途
要 ) 各回前日までに、必要事
項を ℡ ( 19 時～ 21 時 ) ｅ で、キラ
ラ 事 務 局・ 松

ま つ の

野 ( 090-5998-9873
ｅ kirara.19.65.heart@gmail.com )

【 自転車も交通ルールを守りましょ
う！ 】 自転車は、手軽な乗り物とし
て幼児から高齢者まで幅広く利用さ
れています。道路交通法では、自転
車は自動車やバイクなどと同じ ｢ 車
両 ｣ の一種であり、守るべきルール
があります。このルールを守らずに
運転すると、重大な交通事故に遭っ
たり、自らが事故を起こすことになり
ます。自転車
ルールを覚え
るとともに、
し っ か り と
守って安全に
利用しましょ
う 三田警
察 署 ( 563-
0110 )

７ 令和２年５月 15 日 広報

【凡例】 ＝日時・期間  ＝場所 ＝定員 ＝対象 ＝参加費・受講料等 ＝持ち物 ＝一時保育 ＝申し
込み ＝問い合わせ ＝採用人数・時期・期間 ＝その他の事項 ＝応募多数の場合抽選 ＝保護者同伴

【申込方法】 市＝市役所 ( 〒 669-1595 三輪 2-1-1) ℡＝電話  ハ＝ハガキ  往ハ＝往復ハガキ  Ｆ＝ファクス  ｅ＝ e メール 
窓＝窓口 HP ＝ホームページ 必要事項＝〒住所、名前、年齢、電話番号、ファクス番号、講座名 ※申し込み要の際は明記

【留意事項】① 表示がないものは参加無料 ②申し込みは指定方法のいずれかで可 ③記載がないものは申し込み不要

①少人数でじっくり金曜講座 ６
月 12 日 ( 金 ) 10 時～ 12 時 ②秋刀
魚も大丈夫長皿づくり ６月 14 日
( 日 ) 10 時～ 12 時 ③三田焼・青磁
講座 ６月 14 日 ( 日 ) 13 時～ 15 時

①③各 15 人 ② 25 人 ※多数の
場合別日で実施、小学２年生以下

 ①② 800 円、③ 800 円～
1,100 円 開催日の 1 週間前ま
でに、必要事項を ℡ Ｆ 窓 HP で、
三輪明神窯史跡園 ( 563-8211 Ｆ兼 ) 
9 時 ～ 17 時、 月 曜 休 
※団体受付、出張やき
もの講座にも対応

ファミリーサポートセンターとは、
子育ての応援を ｢ してほしい ｣ 人と
｢ してあげたい ｣ 人が会員として登
録し、子どもの預かりや送迎をする
しくみです。※ 4 講座終了後協力会
員の入会説明会を行います ① 6
月 30 日 ( 火 ) 9 時 45 分～ 12 時 15
分 ｢ 保育の心 ｣ ② 7 月 2 日 ( 木 ) 10
時～ 12 時 ｢ 小児看護の基礎知識 ｣ 
③ 7 月 7 日 ( 火 ) 9 時 45 分～ 12 時
15 分 ｢ 心の発達とその問題 ｣ ④ 7 月
15 日 ( 水 ) 9 時 45 分～ 11 時 45 分 
｢ 安全・事故 ｣ 20 人  市
内在住で子育て支援に関心のある人 

1 歳以上の就学前児 ( 要予約 ) 
 ６月 23 日までに、必要事項

を F e で、さんだファミリーサポー
トセンター ( 559-8996 F 562-8424 
e famisapo@sanda-shakyo.or.jp )

市では、住宅防火対策として ｢ 住宅
用火災警報器 ｣ の普及促進に取り組
んでいます。より一層効果を高め
るために、市内全域を対象とした
訪問調査を実施します。消防職員
が訪問し、｢ 住宅用火災警報器 ｣ の
設置状況について調査しますので、
ご協力をお願いします ６月６日
( 土 ) ・７日 ( 日 ) 消防本部で決
定した市内住宅 
※訪問時には職
員証・消防手帳
を携帯していま
す 消防本部予
防 課 ( 564-0119 
F 563-1230 )

就業や起業について女性相談員がア
ドバイス ６月８日 ( 月 )、８月 10
日 ( 月・祝 ) ① 10 時～ ② 11 時～ 
③ 12 時～ ( 各回 1 人 50 分・個別相
談・予約制 ) まちづくり協働セン
ター 女性 各日３人  必
要事項を、 ℡ Ｆ ｅ 窓 で、人権・男
女 共 同 参 画 プ ラ ザ ( 559-5163 Ｆ
563-8001 e kippy-danjop@bz04.
plala.or.jp ) 10 時～ 17 時、水曜休

【 2020 年、受動喫煙のない社会を
目指して～たばこも煙から子ども達
をまもろう～ 】 たばこが健康に及ぼ
す影響を知り、受動喫煙の防止と禁
煙に取り組みましょう。たばこは喫
煙者のみでなく、周囲にいる人の健
康にも影響を与えます。受動喫煙の
影響が大きい未成年や妊婦などに配
慮し、施設ごとの対策を行うことで
｢ 望まない受動喫煙を防止すること ｣
を目的に、健康増進法と ｢ 兵庫県受
動喫煙防止等に関する条例 ｣ が令和
2 年 4 月1日に全面施行されました。
喫煙禁止区域でたばこを吸わないの
はもちろん、喫煙区域に未成年者を
立ち入らせないようにしましょう。
施設管理者は、禁煙や分煙などの対
策を行い、その内容を表示しましょ
う 健 康 増 進 課 ( 559-6155 Ｆ 
559-5705 )

【 お気軽１日ミニ陶芸 】 ランチプ
レート ６月11日(木)・12日(金)・
18 日 ( 木 )・19 日 ( 金 ) いずれも 10
時～ 14 時 ( 出来上がり後自由解散 ) 

13 歳以上 各日先着 10 人 
1 回 2,000 円 ( 市外の人は 3,000 円 )
※材料費込

【 経験者陶芸教室 ( 自由作品 ) 】 
毎週木・金曜９時 30 分～ 15 時 
13 歳以上の経験者 各日先着

ろくろ４人、手ひねり 10 人 手ひ
ねり１回 1,000 円、ろくろ１回 1,300
円 ( 市外の人は５割増 ) 材料費：陶
土 ( 10 種類 ) １kg 1,000 円～

希望日の３日前までに、必要
事項を ℡ Ｆ で ､ 同陶芸館 ( 568-
4340 Ｆ兼 ) 月曜休

【 学習館講座 ｢ 映像散歩～屋敷町か
ら足軽町～ ｣ 】 ６月６日 ( 土 ) 10
時 30 分～ 12 時 三田ふるさと学
習館 100 円 先着 20 人

三田ふるさと学習館 ( 563-
5587 Ｆ兼 ) 10 時～ 17 時、月曜休

【 ステンドグラス体験 】 オーナメン
ト作り ( 随時実施 ) ９時～ 15 時
( 60 分程度 ) 小学３年生以上 
５人 2,300 円

【 キルンワークお試し講座 ( 全３回 ) 】 
毎週木曜 ９時～ 12 時 ３人 
7,600 円 ( 材料費別途 )

【 バーナーワークお試し講座 ( 全３
回 ) 】 第２・４土曜 ９時～ 12 時  

２人 6,100 円 ( 材料費別途 )
 必要事項を ℡ で、ガラス工

芸館 ( 564-5111 Ｆ 564-5118 ) 火曜
休

【 移動図書館 ｢ ひだまり号 ｣ 出張 】 
おはなし会などの出張を行います。
詳細は図書館 HP をご覧ください 

10 人以上の団体など　
図 書 館 本 館 ( 562-7300 Ｆ

562-7301 )

市立図書館

講 座

三田ふるさと学習館

ファミリーサポートセンター
協力会員養成講座 ( 全４回 )

募 集

ありまふじ
夢プログラム

交通事故発生状況

区 分 4 月累計 対前年比

件 

数

人身 76 － 17
物件 633 － 110
計 709 － 127

傷 

者 

数

重傷 4 －５
軽傷 79 － 27
計 83 － 32

死者数 0 0

５月 31 日は ｢ 世界禁煙デー ｣

三輪明神窯史跡園
｢ 伊藤瑞

ず い ほ う

宝やきもの講座 ｣※新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、イベント

等を中止・延期する場合があ

りますので、参加前に各問い

合わせ先にご確認

ください。 ！

わが家の地震対策、まずは ｢ 簡易耐震診断 ｣ から！

～ 住宅の耐震化支援制度 ～

　今後発生が予測される巨大地震に対して、旧耐震住宅
( 昭和 56 年５月 31 日以前着工 ) を補助対象として耐震
化を促進しています。

■ 簡易耐震診断 ( 無料 )
　登録された耐震診断技術者を市が派遣し、簡略化された調査・診
断 ( 原則目視 ) を行い、住宅所有者に診断結果報告書を渡します。

■ 耐震改修工事に関する補助・補助額

■ 建築無料相談会
　住宅の耐震改修を中心とした住宅リフォームについて、お気軽に
ご相談ください ( 施工トラブルや訴訟などに関する相談は対象外 )。
日時＝毎月第４金曜 13 時 30 分～ 17 時　※事前予約の人優先
場所＝市役所本庁舎１階ロビー
相談員＝建築士事務所協会三田支部所属の一級建築士

三田市ガラス工芸館

ふれあいと創造の里 陶芸館

女性のためのチャレンジ相談

①住宅耐震改修計画策定費補助 最大 20 万円

②住宅耐震改修工事費補助 最大 130 万円

③簡易耐震改修工事費補助

最大 80 万円④屋根軽量化工事費補助

⑤シェルター型工事費補助

⑥防災ベッド等設置助成 定額 10 万円

その他

｢ 住宅用火災警報器 ｣ の
訪問調査を行います

相談予約・問い合わせ＝審査指導課 ( 559-5119 FAX 559-7400 )

※②③④の工事業者
は、県の ｢ 住宅改修
業者登録制度 ｣ に登
録している業者に限
る。その他補助要件
など詳細は、市ホー
ムページをご覧いた
だくか下記へお問い
合わせください。

下記について５月 31 日まで中止・利用停止等をしています

■市主催・関連イベント等の開催 ( 原則、中止または延期 )

■公共施設の利用 ( 休館・貸館の利用停止など ※詳細は

　市ホームページ ( 右記二次元コード ) 参照 )

お知らせ


